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釧路市税条例（抜粋） 

平成１７年１０月１１日 

釧路市条例第７５号 

第３章 目的税 

第１節 入湯税 

（入湯税の税率） 

第１４２条 入湯税の税率は、次の表の左欄に掲げる入湯客の区分に応じ、それぞれ当該右欄に

掲げる額とする。 

入湯客の区分 税率 

（１） 一般の宿泊者１人１泊 １５０円 

（２） 一般の日帰り者１人１日 ９０円 

（３） 修学旅行の学生生徒で１０人以上の団体で１人１泊 ７０円 

（４） 修学旅行の学生生徒で１０人以上の団体で日帰り者１人１日 ４０円 

 

附 則 

（入湯税の税率の特例） 

第２４条 平成２７年４月１日から令和７年３月３１日までの間に限り、第１４０条の規定によ

り課する入湯税の税率は、第１４２条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる入湯客の区

分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。 

入湯客の区分 税率 

（１） 一般の宿泊者（次号に掲げる者を除く。）１人１泊 ２５０円 

（２） 国際観光ホテル整備法（昭和２４年法律第２７９号）第３３条第１項に

規定する登録ホテル等以外の施設の一般の宿泊者１人１泊 

１５０円 

（３） 一般の日帰り者１人１日 ９０円 

（４） 修学旅行の学生生徒で１０人以上の団体で１人１泊 ７０円 

（５） 修学旅行の学生生徒で１０人以上の団体で日帰り者１人１日 ４０円 

 


